
 
 

 

新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保育所等における性被害防止対策を行うことを目的に、パーテーショ

ン、簡易扉、簡易更衣室等の設置によるこどものプライバシー保護や保護者からの確認依

頼等に応えるためのカメラによる支援内容（保育の実践記録等）の記録などを行う設備等

の購入等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、新

潟市補助金交付規則（平成１６年新潟市規則第１９号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）保育所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３９条

第１項に規定する保育所（法第３５条第４項の規定により認可を受けた施設に限る。） 

（２）認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号）に規定する認可又は認定を受けた認定こども園 

（３）地域型保育所 法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を行う事業所及

び同条第１２項に規定する事業所内保育事業を行う事業所 

（４）認可外保育施設 法第５９条の２に基づく届出を行っている認可外保育施設（居宅

訪問型保育事業を除く。） 

（５）放課後児童健全育成事業 法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事

業を行う者 

（６）地域子育て支援拠点事業 法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事

業を市長から指定を受け実施する者 

（７）病児保育事業 法第６条の３第１３項に規定する病児保育事業を市長から指定を

受け実施する者 



 
 

（８）児童養護施設 法第４１条に規定する児童養護施設 

（９）児童自立生活援助事業所Ⅰ型 法第６条の３第１項に基づく届け出を行っている

児童自立生活援助事業のうち、児童福祉法施行規則第３６条の４の２第１項第１号に

規定する事業所（自立援助ホーム） 

（10）小規模住居型児童養育事業所 法第６条の３第８項に基づく届け出を行っている

小規模住居型児童養育事業を実施する事業所（ファミリーホーム） 

（11）障害児通所支援事業所 法第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援事業

を市長から指定を受け実施する者 

（12）障害児相談支援事業所 法第６条の２の２第６項に規定する障害児相談支援事業

を市長から指定を受け実施する者 

 （13）保育所等 第１号から第 12 号に掲げる施設又は事業所 

 （14）法人等 保育所等を運営する事業者 

（申請者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下、「申請者」という。）は、市内に所在

する保育所等を運営する法人等とする。ただし、次に掲げる保育所等は除く。 

（１）申請時点で市税を滞納している法人等が運営する保育所等 

 （２）申請時点で休止又は廃止している保育所等  

２ 前項の規定にかかわらず、暴力団（新潟市暴力団排除条例（平成２４年新潟市条例第６

１号）第２条第２項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第３項に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有するものは、申請者としない。 

（補助金の額） 

第４条 別表の補助基準額と補助対象経費の実支出額を比較し少ない方の額と、総事業費

から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

２ 前項により選定された額に別表第３欄に定める補助率を乗じて得た額を補助金の額と

する。なお、算出額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの



 
 

とする。 

（交付の申請） 

第５条 申請者は、補助金の交付を受けようとする場合、補助金交付申請書（様式第１

号）及び新潟市税の納税証明書（公益法人、社会福祉法人及び非営利型法人を除く。）

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めた場合は、交付の審査にあたって必要な書

類を提出させることができる。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査

し、交付の可否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金を交付すること又は交付しないことを決定したとき

は、申請者に対し、補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により通知する。 

 （交付の条件） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる

条件を付すものとする。 

 （１）補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器

具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施

行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適化法施行令」という。）第１４条第１項

第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認

を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供し又は廃棄してはならないこと。 

 （２）市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分する

ことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納入させることが

あること。 

 （３）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけれ



 
 

ばならないこと。 

 （４）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含

む。）には、速やかに市長に報告しなければならないこと。 

 （５）保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について（令和６

年１月２５日こども家庭庁 こ成総第３号、こ支総第８号）の事項に留意すること。 

（検査及び報告） 

第８条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、

申請者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に申請者の事務所及び保育所等に

立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者へ質問させることができる。 

２ 申請者は、検査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。 

（申請内容の変更） 

第９条 申請者は、申請内容の変更又は中止の申請をするときは、補助金交付変更申請書 

（様式第３号）により行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による変更をした場合は、補助金交付決定変更通知書（様式第４ 

号）により、申請者に通知するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、第８条の規定による検査等で補助金の交付決定を受けた者が本要綱に

違反したこと、又は虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたことが判明した場合

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、補助金交付決定取消

通知書（様式第５号）により、交付決定を受けた者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１１条 前条第２項による交付決定の取消しの通知を受けた者で、当該取消しにかかる

部分について補助金の交付を受けているときは、補助金返還命令書（様式第６号）に基づ

き、市長が定める期日までに当該補助金を返還しなければならない。 



 
 

（実績報告） 

第１２条 申請者は、補助事業の成果を記載した実績報告書（様式第７号）により、市長に

報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めた場合は、交付の審査にあたって必要な書

類を提出させることができる。 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告に係る書 

類の審査及び必要に応じて現地調査等を行った上で、補助事業の成果が補助金の交付の 

決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を 

確定するものとし、補助金の額の確定の通知を、補助金確定通知書（様式第８号）によ

り行うものとする。 

（関係書類の整備及び保存） 

第１４条 補助金の交付を受けた申請者は、補助金に係る書類を備え、交付の決定を受け

た日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければならない。 

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器具

及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する

日、又は適化法施行令第１４条第１項第２号の規定によりこども家庭庁長官が別に定め

る期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年６月１８日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 （適用期限） 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、これ以前に第６条



 
 

により補助金の交付決定を受けた者に対するこの要綱の規定の適用については、この要綱

の失効後も、なおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

別表（第４条関係） 

補助基準額 補助対象経費 補助率 

１施設（事業所）当たり

100,000 円 

 

※放課後児童健全育成事業に

ついては、１支援の単位当た

りとする。 

保育所等における性被害防止対策に係

る設備等支援事業を実施するために必

要な需用費（燃料費、印刷製本費、光

熱水費及び修繕料）、役務費（通信運搬

費、手数料）、委託料、備品購入費、補

助金及び交付金 

３/４ 

※１ 対象施設が設備の購入や更新を行う場合は、入札の実施や複数業者から見積書を取

得する等により適正価格での購入等を行うこと。 

※２ カメラ設置の要否については、保護者やこども等の状況や対象施設等の状況等を踏

まえて各対象施設等において判断すること。 

※３ カメラの設置については、必要に応じて、関係者等に事前に周知することとし、カ

メラの設置趣旨・目的等について十分に説明するほか、映像の保管・管理体制の整備を行

うことが望ましい。 

※４ カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像（以下、「映像等」と

いう。）を取得する場合、当該映像等は「個人情報保護法」（平成 15 年法律第 57号）第２

条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守すること。 

また、こどもや来訪者等が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識

できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察等

に提供する場合があることを設置場所等に掲示すること。 

  



 
 

別記様式第１号（第５条関係） 

  年  月  日 

 

（宛先）新 潟 市 長   

 

申請者 住  所  

          

                     事業者名  

                    代表者 職・氏名  

（施設名：              ） 

     

新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請書 

 

 新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金の申請者としての

要件を満たしているため、補助金交付要綱第５条の規定に基づき、補助金の交付を申請し

ます。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称 

２ 補助事業の目的及び内容 

３ 補助対象経費             円 

４ 交付申請額              円 

５ 補助事業の着手（予定）年月日 

６ 補助事業の完了（予定）年月日 

７ 情報の公表の内容、方法及び時期 

８ 添付書類 

 

 



 
 

別記様式第２号（第６条関係） 

第  号の  

  年  月  日 

 

          様 

 

 

新潟市長       印 

                        

 

新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金 

交付（不交付）決定通知書 

 

 年 月 日付で交付申請のあった事業に対する補助金について、下記のとおり交付（不

交付）の決定をしたので、新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業

補助金交付要綱第６条の規定に基づき、通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称 

 

２ 交付決定額（不交付の理由） 

           円 

 

（不交付の理由） 

 

３ 交付条件 

 

 

 



 
 

別記様式第３号（第９条関係） 

  年  月  日 

 

（宛先）新 潟 市 長   

 

申請者 住  所  

          

                     事業者名  

                    代表者 職・氏名  

 

                        

新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付変更申請書 

 

   年  月  日付 第  号の で交付決定のあった新潟市保育所等における性被

害防止対策に係る設備等支援事業補助金について、次のとおり変更したいので、申請しま

す。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称 

２ 交付申請額            円 

３ 変更の内容  

施設名 変更前 変更後 

  

 

 

４ 変更の理由 

５ 変更予定年月日 

 

 



 
 

別記様式第４号（第９条関係） 

第  号の  

  年  月  日 

 

          様 

 

 

新潟市長       印 

                        

 

新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付決定変更通知書 

 

  年  月  日付 第  号の で交付決定した新潟市保育所等における性被害防止

対策に係る設備等支援事業補助金については、次のとおり変更したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称 

２ 既交付決定額             円 

３ 変更交付決定額            円 

４ 変更事項 

施設名 変更前 変更後 

  

 

 

５ 変更理由 

 

 

 

 



 
 

別記様式第５号（第１０条関係） 

第   号の   

  年  月  日 

 

          様 

 

新潟市長       印 

                        

 

新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

 

  年  月  日付 第  号の で交付決定した新潟市保育所等における性被害防止

対策に係る設備等支援事業補助金については、次のとおり交付決定の取消しをしましたの

で通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助事業の名称 

 

２ 交付決定額            円 

 

３ 交付決定取消額          円     

 

４ 取消理由 

 

 

 

 

 

 



 
 

別記様式第６号（第１１条関係） 

第   号の   

  年  月  日 

 

          様 

 

新潟市長       印 

                        

 

新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金返還命令書 

 

 

  年  月  日付 第  号の で金額の確定した（交付決定を取り消した）新潟市

保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金について、次のとおり返還

を命じます。 

 

 

記 

 

１ 返還額              円 

 

２ 返還期限 

 

３ 返還理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

別記様式第７号（第１２条関係） 

  年  月  日 

 

（宛先）新 潟 市 長   

 

補助事業者 住  所  

          

                     事業者名  

                    代表者 職・氏名  

（施設名：              ） 

 

                        

新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金実績報告書 

 

  年  月  日付 第  号の で交付決定のあった新潟市保育所等における性被害

防止対策に係る設備等支援事業補助金について、次のとおり報告します。 

 

 

記 

１ 補助事業の名称 

２ 交付決定額及び実績報告額 

         交付決定額           円 

         実績報告額           円 

３ 補助事業完了年月日 

４ 情報の公表の状況 

５ 添付書類 

 

 

 



 
 

別記様式第８号（第１３条関係） 

第  号の  

  年  月  日 

 

          様 

 

 

新潟市長       印 

                        

 

新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金確定通知書 

 

 年 月 日付で実績報告のあった事業に対する補助金について、下記のとおり額の確定

をしたので、新潟市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要

綱第１３条の規定に基づき、通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額            円 

 

２ 交付済額             円 

 

３ 交付確定額            円 

 

 


